
※浄化槽の大きさについては、算定基準がありますの
で、浄化槽設置業者の方とご相談ください。
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合
併
浄
化
槽
を
ご
存
知
で
す

か
。
ト
イ
レ
の
汚
水
だ
け
で
は
な

く
、
台
所
や
風
呂
場
か
ら
の
生
活

排
水
も
浄
化
す
る
の
で
、
河
川
や

海
を
水
質
汚
濁
か
ら
守
る
の
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
単
独

浄
化
槽
は
水
洗
式
の
ト
イ
レ
の
汚

水
の
み
を
浄
化
す
る
も
の
で
、
ご

家
庭
の
雑
排
水
ま
で
は
浄
化
し
ま

せ
ん
。
合
併
浄
化
槽
を
使
用
す
る

こ
と
で
、
地
域
環
境
の
保
全
に
ご

協
力
お
願
い
し
ま
す
。

合
併
浄
化
槽
の
設
置
に
は
補

助
金
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。な
お
、

家
を
新
築
さ
れ
る
方
以
外
に
も
現

在
汲
み
取
り
式
の
ト
イ
レ
や
単
独

浄
化
槽
を
設
置
し
て
い
る
方
で
、

合
併
浄
化
槽
に
改
修
さ
れ
る
場
合

に
も
、
新
築
と
同
様
に
補
助
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

来
年
３
月
末
ま
で
に
完
成
が

見
込
ま
れ
る
方
は
、
下
記
の
と
お

り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○申し込み　５月 10 日（火）から５月 31
日（火）までに住民環境課へお申し込み
ください。

○申し込み基数が予定数を上回る場合は、抽
選となります。

○補助を受ける要件等は左記のとおりです。

自
然
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
利
用
し
て
低

炭
素
社
会
の
実
現
に

寄
与
す
る
た
め
、
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

を
自
分
が
居
住
す
る

住
宅
に
設
置
す
る
方

に
対
し
て
、
補
助
金

を
支
給
し
ま
す
。

補
助
金
の
額
は
、
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

の
公
称
最
大
出
力
１
kw
当
た
り
３
５
，
０
０
０

円
（
上
限
３
kw　

１
０
５
，
０
０
０
円
）

・
申
込
は
、
５
月
16
日
（
月
）
〜
５
月
31
日

（
火
）
ま
で
に
住
民
環
境
課
へ
お
願
い
し

ま
す
。

・
申
込
が
多
数
で
予
定
し
て
い
る
金
額
（
10

基
）
を
上
回
っ
た
場
合
は
、
抽
選
と
な
り

ま
す
。

支
給
要
件
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
湯
浅
町
に
住
所
を
有
し
、
そ
の
住
所
に
居
住

し
て
い
る
方
。
も
し
く
は
、
設
置
後
に
居

住
を
予
定
し
て
い
る
方
。

・
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
に
設
置
が
完
了
し
、

電
力
会
社
と
電
気
受
給
契
約
を
す
る
方
。

家
の
新
築
及
び
リ
フ
ォ
ー
ム
を
計
画
さ
れ
て
い
る
方

浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

新
築
や
リ
フ
ォ
ー
ム
で
合
併
浄

化
槽
を
設
置
さ
れ
た
方
や
設
置
を

予
定
さ
れ
て
い
る
方
を
対
象
に
浄

化
槽
管
理
講
習
会
が
左
記
の
と
お

り
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
家
族

の
う
ち
で
ど
な
た
か
お
一
人
は

必
ず
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。
参

加
い
た
だ
け
な
い
と
補
助
金
を
交

付
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
当
日
は

受
講
済
証
書
を
発
行
し
ま
す
の
で
、

受
付
で
本
人
確
認
の
た
め
、
運
転

免
許
証
等
の
提
示
お
願
い
し
ま
す
。

浄
化
槽
管
理
講
習
会
の
ご
案
内

補助対象となる要件
①補助対象となる地域　湯浅町全域
（田地区の農業集落排水対象地域は
対象外となります。）
②湯浅町に住所を有する方、または設
置後に湯浅町内に住所を有する方
③１０人槽以下の浄化槽を設置する専
用住宅（店舗併用住宅の場合は、２
分の１以上が住居用の建物）
④平成２９年３月３１日までに浄化槽
設置完了届を受理できる方 (事業を
完了し、書類提出可能な方 )

浄化槽の
大きさ

予定
数 補助金の額 基準となる居住用面積等※

５人槽 25基 332,000円 居住用面積が150㎡以下

７人槽 5基 414,000円        〃    150㎡を超える

補助対象の予定基数等

開 催 日 会　　　場 開 始 時 刻

6月 4日㈯ 湯浅町総合センター２階集会室 13時30分～

6月15日㈬ 有田市消防本部５階多目的会議室 13時30分～

10月21日㈮ 広川町役場３階大会議室 13時30分～

11月18日㈮ 有田川町役場吉備庁舎３階中会議室 13時30分～

12月13日㈫ 有田市役所３階１．２会議室 13時30分～
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